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避難退域時検査等の要員に係る被ばく線量限度について

１ 国

○ 原子力災害対策指針等においては，避難退域時検査等の要員に

係る被ばく線量限度についての特別の規定はない。

○ 同指針等においては，「法令の適用を受けず，かつ，被ばくの

可能性がある環境下で緊急事態応急対策に従事する者について

は，その活動内容に応じて，当該者が属する組織が放射線防護に

係る指標を定める」ものとし，その指標は，平時の放射線業務従

事者の線量限度（例：実効線量50mSv）を参考とすることとされ

ている。

※ 人命救助等緊急やむを得ない業務に従事する者に限り，緊急作業に従事

する者の線量限度（例：実効線量100mSv）

２ 県

○ 鹿児島県地域防災計画（原子力災害対策編）においては，「緊

急事態応急対策に従事する防災業務関係者の放射線防護に係る指

標は，原子力災害対策指針に基づき放射線業務従事者に対する線

量限度を参考とする」こととしている。

このため，本県においては，避難退域時検査等の要員に係る被

ばく線量限度については，実効線量50mSvを基本としているが，「防

災活動に係る被ばく線量をできるだけ少なくするよう努める」こ

ととしている。

※ 緊急作業に従事する者の線量限度（例：実効線量100mSv）

（参考）避難退域時検査場所の選定

○ 原子力災害対策指針等においては，避難退域時検査の実施に当

たっての特別の規定はないが，「避難退域時検査の実施場所は，

可能な限りバックグランドの値が低い場所が望ましい」とされて

いる。

○ 本県においては，３０km圏周辺から避難所までの間で，避難経

路や避難所までの移動の容易性，面積等を考慮し，避難退域時検

査検査場所の候補地を予め選定している。
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参考

Ⅰ 原子力災害対策指針（抜粋）

第２ 原子力災害事前対策

⑿ 緊急事態応急対策に従事する者に対する原子力災害事前対策

① 放射線防護に係る指標

緊急事態応急対策に従事する者のうち，電離放射線障害防止規則（昭和

47年労働省令第41号）等に規定する緊急作業に従事する者について，当該

者が属する組織は，その者が受ける線量が各法令の定める値を超えないよ

うにしなければならない。

これらの法令の適用を受けず，かつ，被ばくの可能性がある環境下で緊

急事態応急対策に従事する者については，その活動内容に応じて，当該者

が属する組織が放射線防護に係る指標を定めるものとする。

【原子力災害対策指針改正にあたっての考え方の整理（防災業務関係者の放

射線防護対策に関する記載の充実（令和４年３月３０日，原子力規制庁）】

法律の適用を受けない者に対しては，緊急事態応急対策に従事する者が属

する組織等が，あるいは同組織が緊急事態応急対策の実施を要請した組織と

協議して放射線防護に係る指標を定めることを基本とする。

その際，平時の放射線業務従事者の線量限度（例：実効線量50mSv）を参

考とすることを基本とし，人命救助等緊急やむを得ない業務に従事する者に

限り，緊急作業に従事する者の線量限度（例：実効線量100mSv）を参考とす

るものとする。

※ 原子力災害対策指針等において，避難退域時検査等の要員に係る被ばく

線量限度についての特別の規定はない。

第３ 緊急事態応急対策

⑸ 防護措置及びその他の必要な措置

⑤ 避難退域時検査及び簡易除染

避難退域時検査及び簡易除染の実施場所については，可能な限りバッ

クグラウンドの値が低い所であって，住民等の円滑な避難や一時移転の

妨げとならない場所が望ましく，具体的には，原子力災害対策重点区域

の境界周辺から避難所等までの避難経路上又はその近傍の適所を選定する。
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Ⅱ 鹿児島県地域防災計画（原子力災害対策編）（抜粋）

第４章 緊急事態応急対策 第３節 活動体制の確立

６ 防災業務関係者の安全確保

⑶ 防災業務関係者の放射線防護

ア 放射線防護基準

緊急事態応急対策に従事する防災業務関係者の放射線防護に係る指標

は，原子力災害対策指針に基づき放射線業務従事者に対する線量限度を参

考とするが，防災活動に係る被ばく線量をできるだけ少なくするよう努め

るものとする。

また，被ばくの可能性がある環境下での活動を要請された組織は，上述

の指標を参考として，要請した組織と協議して同指標を定めることができ

るものとする。
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Ⅲ 鹿児島県避難退域時検査及び簡易除染実施計画（抜粋）

※ 鹿児島県においては，３０km圏周辺から避難所までの間で，避難経路や避

難所までの移動の容易性，面積等を考慮し，避難退域時検査検査場所の候補

地を予め選定している。
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